
   

福井河川国道事務所  

解  禁

日 時

 平成23年 9月 5日 

14時00分  

資  料  配  布  

 

件 

名 

九頭竜川で発生した堤防の刈草を希望者に無償配布 

資源リサイクルとして期間限定配布 

 

 

概 

 

要 

 

九頭竜川下流部（河口～日野川合流点）で発生した堤防の刈草を、資源リサイクルの観点

から、希望者に無償配布を行います。申し込み方法等は以下のとおり。 

   ■申し込み方法・期限 

     所定の申込書に必要事項を記入し、９月１６日（金）までに申し込み 

   ■受け渡し期間 

     平成２３年９月２６日（月）～１０月３１日（月） までの平日 10時～16時 

     （受渡日は打合せの上、九頭竜川出張所で決定します） 

■ 受け渡し場所 

受け渡し場所は九頭竜川河川敷とし、詳細な場所は打合せの上決定します。 

■申込先 

  福井河川国道事務所九頭竜川出張所へFAXまたは持参で申込 

  電話 0776(22)2578    FAX 0776(22)6801 

    

 

 

     

取扱い   

   

 

 

同時配布 福井県政記者クラブ 
 

 

 

 

   

  

  

 

〈問い合わせ先〉 

近畿地方整備局福井河川国道事務所 

電話：０７７６－３５－２６６１（業務時間中） 

電話：０７７６－３５－２６６２（夜間・休日） 

 

副 所 長    宇野 孝一（内線２０４） 

河川管理第一課長 森川 修 （内線３３１） 

 

 

 



【お知らせ】 

九頭竜川下流部（河口～日野川合流点）における 
堤防の刈草を希望者の方に無料で配布します！ 

 
 国土交通省福井河川国道事務所では、堤防の安全を確保するため春と秋の 2 回、堤防に

生えている草を刈りとり、点検を実施しています。この刈りとりした草を資源リサイクル、

CO2削減の観点から、希望者を募り無料で配布することにしました。 
 ご希望の方は、申込書に必要事項を記入の上、申し込んでください。 
 
【案 内】 
１. 提供刈草について 

草の種類は雑多であり、特定の種類のみということはありません。牛等の飼料にする

には不適の種類が混じっている可能性があります。 
なお、参考として、福井県農林部で実施した福井県内で採取された稲藁の調査結果（８

月２５日）では放射性物質（放射性セシウム）はすべての稲藁から検出されませんでし

た。 

（福井県ホームページ：http://www.pref.fukui.jp/doc/nougyou/h-kensa/kome.html） 

 

２. 提供刈草の形態 
  提供する刈草の配布は、次の方法によるものとします。ご希望の配布方法を申込書に

記入して下さい。 
① 刈草をバラの状態で持って帰る。（堤防を痛めないよう十分に注意して、自分でロ

ール用機械を持込んで、ロールにして持って帰ってもかまいません。） 
② ロール(約 50cmX70cm)にラッピング（4 重巻き）を施したものを持って帰る。 

【条 件】 
 刈草の受け渡しは、以下の条件を守っていただきます。 
 ① 事前申し込みをされて、出張所と打合せが行われていること。 
 ② 受け渡し場所まで自分で取りに来ることが出来ること。 
 ③ 使用目的は自家消費することとし、営利目的での転売をしないこと。 
 ④ お渡しした刈草を一般ゴミとして出さない、あるいは不法投棄をしないこと。 
 ⑤ 九頭竜川出張所担当職員の指示を遵守すること。 
【申し込み・受け渡し方法】 
 ① 申し込み方法 
   平成２３年９月１６日（金）１６時までに別紙―1の申込用紙に必要事項を記入の

上、出張所に直接持参するか、FAXで九頭竜川出張所まで申し込み下さい。折り返し

当方から受け渡しに関する事前打ち合わせに関する連絡を入れます。申込用紙は、イ

ンターネット（http://www.kkr.mlit.go.jp/fukui/の「新着情報」）からダウンロードさ

れるか、または、九頭竜川出張所へ取りに来て下さい。 
  〒910-0039 
  福井県福井市三ツ屋町１０－９－２ 
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  福井河川国道事務所 九頭竜川出張所 刈草無償配布担当者 
  電話 ０７７６（２２）２５７８  FAX ０７７６（２２）６８０１ 
 
 ② 受け渡し期間 

    平成２３年９月２６日（月）～平成２３年１０月３１日（月）の間の平日９時～１

６時を原則とします。詳細な受け渡し期日については、九頭竜川出張所と打合せの上

決定します。 
 ③ 受け渡し場所 
   受け渡し場所は、九頭竜川河川敷とします。詳細は打合せのうえ決定します。 
 ④ その他 
  ・ 今回無料配布を行う刈草は、ロール状態のものを約５００個程度と想定していま

す。「提供刈草の形態」の①は別枠です。 
  ・ 除草前に「散在塵埃処理（ゴミ拾い）」を実施しますが、取り切れないゴミが混入

する場合があります。 
  ・ 農林水産省の「酪農環境負荷軽減支援事業」を受けるための証明書が必要な場合

は、申込書に記入の上、当初打合せ時に申し出て下さい。 
 
 

無料配布用 刈草（ロール）写真 
 

 

70cm

50cm 

 
     ロールにした状態            ラッピングした状態 
                       提供刈草②の形態です。 

この状態でお渡しします。 



別紙―1 
 

 受付番号： 

 

九頭竜川下流刈草 受け取り申し込み書 
（九頭竜川出張所用）  

 
  申込み年月日 

 
 

  氏 名 
  住 所 
  （携帯）電話番号※1 
  FAX番号※1 
  E-Mail※1 
  連絡時間帯 

 
 
 
 
 
 

 
  受取形態及び希望日時 

 
 
例1 形態② 10月11日～14日、例２ 形態① 9月26日～30日 

 
 希望取り予定量 
 

 
 
（例1 形態② 50個、例２ 形態① 10,000m2分・・など受取形態と希望する量を記載）

  
アンケート欄 (今後の参考とするので是非ご協力お願いします。) 

 
使用目的は？ 
 

(「飼料用」「防草材」「敷藁」「堆肥用」など具体的な用途を教えて下さい。） 
 

(今回の無料配布情報はどのように知り得ましたか) 
 
 

 
 
提供に関する情報に
ついて教えて下さい 
 
 

(希望する量や欲しい時期、提供方法に関するご要望など) 
 
 

 
その他 

（酪農環境負荷軽減支援事業を受けるための証明書が必要な場合はその旨記入） 
 
 

  
今後このような取り組みがあれば（ 必ず申込む・たぶん申込む・申込まない・・・いずれか○)  
 

 

 
※1 配布日時、配布場所、配布方法等詳細について打合せの上決定しますので、(携帯)電話番号、ＦＡＸ、E-mailアド

レスなど、連絡が取れる方法を記入して下さい。(最低一つは記入して下さい。) 
※ 個人情報の取扱について 

送付頂いた情報は、刈草の無料配布の目的のみ利用します。その他の用途に利用することはありません。 
 ～禁止・お約束事項～ 

・受渡しは再利用による有効活用を目的としており、営利目的の転売は禁止します。 
 ・配布場所まで取りに来られる方のみに配布します。 
 ・持ち帰った刈草は不法投棄せず、責任を持って処理して下さい。 
 ・積込・運搬時の事故等については、国土交通省は一切責任を持ちません。特にバラでの運搬時に道路上に刈草が落

ちないよう細心の注意を払うと共に、万が一道路上に落とした場合は、申込者が責任を持って処理すること。 
 ・その他案内に書いてある事項の他、出張所の担当者の指示に従っていただきます。 
 以上のことをご確認のうえ、以下の署名捺印をして下さい。 
 
    署名（捺印）：              印 

出張所使用欄 配布予定：平成２３年  月   日～  月   日 

 




